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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　膝部を覆う着用物品であって、
　伸縮性を有する素材で形成され、膝部を覆う本体部と、
　前記本体部の、膝外側から膝上前側を経由して、膝内側上方にかけて設けられ、前記本
体部よりも高い緊締力を有する上緊締部と、
　前記本体部の、膝外側から膝下前側を経由して、膝内側下方にかけて設けられ、前記上
緊締部よりも強い緊締力を有する下緊締部
　を備えることを特徴とする膝部を覆う着用物品。
【請求項２】
　前記上緊締部が接続する前記膝内側上方と、前記下緊締部が接続する前記膝内側下方と
を通る内側部
　をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の膝部を覆う着用物品。
【請求項３】
　前記上緊締部の下端は、膝蓋骨よりも上方に対応する位置を通り、
　前記下緊締部は、脛骨粗面に対応する位置を通る
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の膝部を覆う着用物品。
【請求項４】
　前記上緊締部および前記下緊締部は、膝外側の外側上顆に対応する高さの位置近傍から
、前記膝内側下方および前記膝内側上方にそれぞれ接続する
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　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の膝部を覆う着用物品。
【請求項５】
　前記上緊締部および前記下緊締部は、膝側面の外側上顆に対応する位置を避けて設けら
れる
　ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の膝部を覆う着用物品。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、膝部を覆う着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、内反膝（Ｏ脚）などの、下肢の形状に悩みを抱えている人がいる。正常な場
合、図１１（ａ）に示すように、大腿部および下腿部は、直線上に設けられる。一方内反
膝の場合、図１１（ｂ）に示すように、下肢は、内側に反った状態になり、膝の内側に集
中して体重がかかることにより、痛みを伴って、変形性膝関節症を引き起こす場合がある
。変形性膝関節症は、膝関節の機能の低下に伴って、膝軟骨や半月板の変形や断裂を生じ
させる。
【０００３】
　そこで、このような下肢の内反を解消するために、膝の外側、膝の内側上方および膝の
内側下方を押さえるサポーターがある（例えば、特許文献１参照）。このようなサポータ
ーは、膝に外反方向への力をかけることにより、膝の内側へ体重を分散させ、症状の進行
や改善の効果が期待される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１０－２８６２７５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来のサポーターは、膝周辺全体を強い緊締力で押さえるため、動きに
くさを伴い、着用者に不快感を与える場合がある。具体的には、従来のサポーターは、強
い緊締力で、膝の上下を常時締めつけるため、歩行で必要な筋肉の動きを阻害するのみな
らず、膝関節に負担が生じる場合がある。また、従来のサポーターは、強い緊締力を有す
るため、素材自体が固く、膝の屈曲伸展運動により、膝にサポーターが食い込み、痛みが
伴う場合がある。着用者は、このようなサポーターを着用することを嫌う結果、膝の内反
症状がひどくなり、痛みが改善されない場合がある。
【０００６】
　そこで、動きやすく、膝関節の内反を軽減可能な着用物品の開発が期待されている。
【０００７】
　従って本発明の目的は、着用者の動きやすさと、動作における膝関節の内側にかかる負
担の軽減との両立を可能とする、膝部を覆う着用物品を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明の特徴は、膝部を覆う着用物品に関する。すなわち
本発明の特徴に係る着用物品は、伸縮性を有する素材で形成され、膝部を覆う本体部と、
本体部の、膝外側から膝上前側を経由して、膝内側上方にかけて設けられ、本体部よりも
高い緊締力を有する上緊締部と、本体部の、膝外側から膝下前側を経由して、膝内側下方
にかけて設けられ、上緊締部よりも強い緊締力を有する下緊締部を備える。
【発明の効果】
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【０００９】
　本発明によれば、着用者の動きやすさと、動作における膝関節の内側にかかる負担の軽
減との両立を可能とする、膝部を覆う着用物品を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係るサポーターの正面図である。
【図２】図２は、本発明の実施の形態に係るサポーターの背面図である。
【図３】図３は、本発明の実施の形態に係るサポーターの着用状態を説明する図である。
【図４】図４（ａ）は、本発明の実施の形態に係るサポーターの着用状態の正面の拡大図
であって、図４（ｂ）は、背面の拡大図である。
【図５】図５（ａ）は、本発明の実施の形態に係るサポーターの着用状態を外側から見た
側面図であって、図５（ｂ）は、内側から見た側面図である。
【図６】図６（ａ）は、膝関節屈曲角度が１５度の場合の着用状態を示す図であって、図
６（ｂ）は、膝関節屈曲角度が６０度の場合の着用状態を示す図である。
【図７】図７は、立脚時、膝関節屈曲角度が１５度の時、および膝関節屈曲角度が６０度
の時の、上緊締部および下緊締部がそれぞれ与えるパワーを説明する図である。
【図８】図８は、膝関節屈曲角度が１５度の時の、上緊締部および下緊締部による負担を
説明する図である。
【図９】図９は、本発明の第１の変形例に係るスパッツを説明する図である。
【図１０】図１０は、本発明の第２の変形例に係るサポーターを説明する図である。
【図１１】図１１（ａ）は、正常時の下肢部を説明する図であって、図１１（ｂ）は内反
膝（Ｏ脚）の下肢部を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　次に、図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。以下の図面の記載において、
同一または類似の部分には同一または類似の符号を付している。
【００１２】
　本発明の実施の形態において、「膝部を覆う着用物品」は、膝部を覆うサポーター、ス
パッツなどの下半身衣類を示す。また、本発明の実施の形態において、着用物品に関する
位置を、骨の位置に対応づけて説明する場合もあるが、これは、「骨に近傍の位置」を意
味する。
【００１３】
　（実施の形態）
　図１ないし図３を参照して、本発明の実施の形態に係るサポーター１を説明する。サポ
ーター１は、膝部を覆う着用物品であって、着用者の動きやすさと、膝の外反方向への働
きかけによる膝関節の内反の軽減との両立を、可能とする。本発明の実施の形態に係るサ
ポーター１は、主に左膝を覆う左膝用を説明するが、右膝用は、左膝用の左右対称に形成
される。また本発明の実施の形態に係るサポーター１は、筒状である場合を説明するが、
シート状に形成され、面ファスナーなどによって筒状に形成された状態で、膝に装着され
ても良い。
【００１４】
　サポーター１は、図１および図２に示すように、本体部２、上緊締部３、下緊締部４、
内側部５、背面上緊締部６および背面下緊締部７を備える。
【００１５】
　本体部２は、膝部を覆う筒状部材であって、着用者の膝の屈曲および伸展の動きに追従
してフィットする伸縮性を有する素材で形成される。本体部２は、図３に示すように、大
腿部の中程から下腿部の中程までを覆うが、これに限るものではない。
【００１６】
　本体部２、例えば、ツーウェイラッセル、ツーウェイトリコット、ダブルラッセル、丸
編み、レース材等を用いた編地、ベア天竺などで形成される。本体部２は、生地の経方向
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の伸長回復性が、４０ｃＮから７０ｃＮ程度で、生地の緯方向の伸長回復性が、２０ｃＮ
から４５ｃＮ程度の素材が好ましい。伸長回復性は、試験片を定速伸長形引張試験機に取
り付け、３００ｍｍ／分程度の速度で伸長回復を複数回繰り返し、１５％伸長した際の伸
長力（ｃＮ）と、１５％回復した際の回復力（ｃＮ）の平均により算出される。ここで試
験片は、１６０ｍｍ×２５ｍｍであって、試験片は、上部つかみ２５ｍｍ、下部つかみ３
５ｍｍおよびつかみ間隔１００ｍｍで、定速伸長形引張試験機に取り付けられる。
【００１７】
　本体部２は、生地の経方向の伸び率が、１７０％から２５０％程度で、生地の緯方向の
伸び率が、１１０％から１９０％程度の素材が好ましい。この伸び率は、伸長回復性で用
いた試験片と同様の試験片を、伸長回復性の試験と同様に定速伸長形引張試験機に取り付
け、試験片を左右方向および上下方向にそれぞれ加重１４．７Ｎをかけて測定されたもの
である。
【００１８】
　本体部２の上端には、ゴム８が設けられ、本体部２の上端が、着用者の膝上にフィット
し、膝部からずり落ちるのを防止する。本体部２の下端は、本体部２の下端の折り返しに
より端処理がなされる。
【００１９】
　上緊締部３は、図１および図３に示すように、本体部２の、膝外側から膝上前側を経由
して、膝内側上方にかけて設けられる。上緊締部３は、例えば、３～６センチ程度の幅を
有する帯状に形成されるが、この範囲に限らず、上緊締部３を形成する素材や、求められ
る緊締力により、適宜調整される。
【００２０】
　上緊締部３は、本体部２よりも高い緊締力を有するように形成される。本発明の実施の
形態において上緊締部３は、パワーネットなどの伸縮性のある素材を、膝外側から膝上前
側を経由して、膝内側上方まで、帯状に重ねて縫着する場合を説明するが、これに限らな
い。上緊締部３は、本体部２の編み構造を変化させたり、樹脂プリントを施したりするこ
とによって、所望の緊締力を実現しても良い。また、本体部２に上緊締部３の生地を重ね
るのではなく、上緊締部３の生地と本体部２を縫い合わせることにより、上緊締部３が、
本体部２を介することなく、着用者に緊締力を与えるように形成されても良い。
【００２１】
　本発明の実施の形態で用いる上緊締部３のパワーネットは、生地の経方向の伸長回復性
が、４０ｃＮから７０ｃＮ程度で、生地の緯方向の伸長回復性が、５ｃＮから３５ｃＮ程
度の素材が好ましい。またパワーネットは、生地の経方向の伸び率が、１６０％から２４
０％程度で、生地の緯方向の伸び率が、７０％から１５０％程度の素材が好ましい。
【００２２】
　下緊締部４は、図１および図３に示すように、本体部２の、膝外側から膝下前側を経由
して、膝内側下方にかけて設けられる。下緊締部４は、例えば、４～７センチ程度の幅を
有する帯状に形成されるが、この範囲に限らず、下緊締部４を形成する素材や、求められ
る緊締力により、適宜調整される。
【００２３】
　下緊締部４は、上緊締部３よりも強い緊締力を有するように形成される。本発明の実施
の形態において下緊締部４は、例えば、マーキジットなどの難伸縮ないし非伸縮のリジッ
ト素材を本体部２に重ねて縫着する場合を説明するが、これに限らない。下緊締部４は、
本体部２の編み構造を変化させたり、樹脂プリントを施したりすることによって、所望の
緊締力を実現しても良い。また、下緊締部４は、膝外側から膝下前側を経由して、膝内側
下方を渡る方向が、生地においてより伸縮しにくい方向と一致するように下緊締部４を形
成し、下緊締部４をより伸縮しにくくし、高い緊締力を保持するように形成されても良い
。また、本体部２に下緊締部４の生地を重ねるのではなく、下緊締部４の生地と本体部２
を縫い合わせることにより、下緊締部４が、本体部２を介することなく、着用者に緊締力
を与えるように形成されても良い。
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【００２４】
　背面上緊締部６は、図４に示すように、上緊締部３と前後略対称に、膝外側から膝上背
側（膝上後側）を経由して、膝内側上方にかけて設けられる。背面下緊締部７は、図４に
示すように、下緊締部４と前後略対称に、膝外側から膝下背側（膝下後側）を経由して、
膝内側上方にかけて設けられる。背面上緊締部６および背面下緊締部７は、例えば、上緊
締部３と同様の緊締力を発揮するように、形成される。
【００２５】
　内側部５は、上緊締部３および背面上緊締部６が接続する膝内側上方と、下緊締部４お
よび背面下緊締部７が接続する膝内側下方とを通る。図１に示す例において内側部５は、
Ａ－Ａ’で結ぶ線が、前頭面（体の左右を結び前後に分ける面）の膝内側近傍位置（膝内
側）に相当する。本発明の実施の形態において内側部５は、伸縮性を有する素材で、本体
部２よりも強い緊締力を有するように形成される。内側部５は、例えば、本体部２の素材
を二重に重ねることにより、形成される。内側部５は、伸縮素材で形成されることにより
、膝の屈曲および伸展を阻害することなく、膝の動きやすさを実現する。
【００２６】
　内側部５は、本体部２の編み構造を変化させたり、樹脂プリントを施したりすることに
よって、所望の緊締力を実現しても良い。また、本体部２に内側部５の生地を重ねるので
はなく、内側部５の生地と本体部２を縫い合わせることにより、内側部５が、本体部２を
介することなく、着用者に緊締力を与えるように形成されても良い。
【００２７】
　図４および図５を参照して、本発明の実施の形態に係るサポーターの着用状態を説明す
る。
【００２８】
　上緊締部３の下端は、図４（ａ）に示すように、膝蓋骨Ｂ１の上端よりも上方に対応す
る位置を通り、上緊締部３は、膝蓋骨Ｂ１にかからない位置に配設される。膝蓋骨Ｂ１は
、膝の伸縮により皮膚の動きが大きい部分であるので、この部分を避けて上緊締部３を設
けることにより、着崩れを防ぎ、膝の動きを阻害しない効果が得られる。上緊締部の上端
３は、サポーター１の着用範囲のうち、膝蓋骨Ｂ１の上端よりも上方に設けられれば、ど
のような位置に設けられても良い。
【００２９】
　下緊締部４は、図４（ａ）に示すように、脛骨粗面Ｂ２に対応する位置を通る。脛骨粗
面Ｂ２は、膝蓋腱が付着するので、下緊締部４が脛骨粗面Ｂ２を強い緊締力で押さえるこ
とにより、膝のぐらつきを防止して、膝の安定性を実現することができる。
【００３０】
　上緊締部３および下緊締部４は、図５（ａ）に示すように、膝外側で、外側上顆Ｂ３近
傍で、Ｘ字形状なすように配設される。上緊締部３および下緊締部４は、膝外側の外側上
顆Ｂ３に対応する高さの位置近傍から、膝内側下方および膝内側上方にそれぞれ接続する
ように形成される。図５（ａ）に示す例において、上緊締部３および下緊締部４は、外側
上顆Ｂ３の前方の交点Ｘにおいて、交差するように配設される。また、交点Ｘ近傍におい
ては、より緊締力の強い下緊締部４が配設される。これにより、外側上顆Ｂ３近傍に強い
緊締力を与え、膝を外側から内側に誘導するパワーを与えることができる。
【００３１】
　また図５（ａ）に示すように、上緊締部３および下緊締部４は、膝側面の外側上顆Ｂ３
に対応する位置を避けて設けられる。外側上顆Ｂ３に対応する位置には、本体部２のみが
設けられ、上緊締部３および下緊締部４は、外側上顆Ｂ３に対応する部分を欠落する凹形
状を形成する。
【００３２】
　外側上顆Ｂ３に対応する部分に本体部２のみが被覆し、上緊締部３および下緊締部４が
被覆しないことにより、本体部２は、膝の動きによる外側上顆Ｂ３近傍の皮膚の動きに追
従しやすくなる。これにより、上緊締部３および下緊締部４がそれぞれ適切な位置を緊締



(6) JP 6459692 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

するとともに、サポーター１が動きによって膝裏に食い込むことなく、快適な着用感を提
供することを可能とする。
【００３３】
　図５（ｂ）に示すように、内側部５は、上緊締部３、背面上緊締部６、下緊締部４およ
び背面下緊締部７の伸縮で得られたパワーを、膝内側上方から膝内側下方に渡る広い面全
体で受け止める。具体的には、上緊締部３および背面上緊締部６が、膝内側および膝内側
上方間で伸縮して得られたパワーは、内側部５全体で分散しながら受け止められる。同様
に、下緊締部４および背面下緊締部７が、膝内側および膝内側下方間で伸縮して得られた
パワーは、内側部５全体で分散しながら受け止められる。上緊締部３、背面上緊締部６、
下緊締部４および背面下緊締部７から得られたパワーは、内側部５全体で、大腿部内側お
よび下腿部の膝周辺の内側にパワーを与えることにより、内側部５は、膝を、支えること
を可能とする。
【００３４】
　これにより、上緊締部３および下緊締部４が膝外側の交点Ｘ近傍で、膝を外側から内側
に誘導するパワーと、内側部５による支えとで、膝を、外反方向に働きかけることを可能
とする。
【００３５】
　また、図５（ｂ）に示すように、内側部５は、膝内側上方から膝内側下方に渡る広い面
全体で、膝内側にパワーを与えるので、押圧に敏感な膝内側の当たりを軽減し、着用者の
着用感を向上させる。また内側部５は、伸縮性の高い素材で形成されるので、膝の屈曲伸
展運動を阻害することなく、着用者の動きやすさを支援することを可能とする。
【００３６】
　図６を参照して、本発明の実施の形態に係るサポーター１の作用を説明する。サポータ
ー１は、膝が屈曲していない立位時に、緊締力が弱く、膝の屈曲が大きいときに、大腿部
および下腿部を強く緊締するように作用し、動きやすさと膝の安定性を実現する。
【００３７】
　図６（ａ）は、膝関節屈曲角度１５度の状態を示し、歩行運動の立脚期における膝関節
屈曲最大角度を想定する。立脚期において膝関節屈曲角度は、脚を前に出して地面につい
た際に最大値１５度となる。図６（ｂ）は、膝関節屈曲角度６０度の状態を示し、歩行運
動の遊脚期における膝関節屈曲最大角度を想定する。遊脚期において膝関節屈曲角度は、
脚を前に運ぶ際に最大値６０度となる。
【００３８】
　図６に示すように、膝関節が屈曲すると、上緊締部３および下緊締部４は、立脚状態と
比べて、上下左右方向に引き延ばされ、上緊締部３および下緊締部４の素材の戻る力によ
って、それぞれ大腿部および下腿部の当接する位置を緊締する。また、図６（ｂ）に示す
膝関節屈曲角度６０度の状態は、図６（ａ）に示す膝関節屈曲角度１５度の状態に比べて
、下緊締部４は、下腿部の当接位置に、より大きいパワーをかけることができる。これに
より、サポーター１は、遊脚期に上緊締部３および下緊締部４でパワーをかけて、膝を適
切な方向に誘導するように形成されていることがわかる。
【００３９】
　図７に示すようにサポーター１は、遊脚期の下緊締部４において大きなパワーをかける
ことにより、膝を適切な方向に誘導するように形成されていることがわかる。またサポー
ター１は、遊脚期の上緊締部３において、下緊締部４と比較してパワーが小さく、遊脚期
において大腿部にかかる力を小さくするように形成されていることがわかる。
【００４０】
　図８を参照して、膝関節屈曲角度１５度の状態における、負担を説明する。本発明の実
施の形態に係るサポーター１とその比較品について、図８は、膝関節屈曲角度１５度の状
態の負担の比較を示したものである。ここで、比較品は、上緊締部３および下緊締部４を
有さない本体部２のみのサポーターである。
【００４１】



(7) JP 6459692 B2 2019.1.30

10

20

30

40

50

　図８に示すように、膝関節屈曲角度１５度の状態、すなわち、歩行運動の立脚期におけ
る膝関節屈曲最大角度１５度の状態で、上緊締部３および下緊締部４により、複数の被験
者の平均で約１８％の負担が軽減した。
【００４２】
　図６ないし図８を参照して説明したようにサポーター１は、第１に、脚に体重がかから
ず、膝の動きを誘導しやすい遊脚期の緊締に着目して、遊脚期に上緊締部３および下緊締
部４でパワーをかけて、膝を適切な方向に誘導するように形成される。またサポーター１
は、第２に、遊脚期において大腿部に大きなパワーを加えると、脚を前に出すときの抵抗
になることに着目して、遊脚期において大腿部にかかる力を小さくするように、形成され
る。
【００４３】
　本発明の実施の形態にかかるサポーター１は、このように形成されることにより、図８
に示すように、膝の内側に負担がかかりにくい接地を可能とし、歩行における接地時の負
担が軽減される。また遊脚期において、サポーター１が当接する大腿部にかかる抵抗が小
さいので、着用者の動きやすさを損なわない。また、サポーター１は小さい力で効果的に
緊締することが可能であるので、着用者の着用感を向上させることができる。
【００４４】
　本発明の実施の形態に係るサポーター１は、下緊締部４により脛骨粗面近傍を強く押さ
えて、膝が外にずれないように膝下のぐらつきを制御するとともにことにより、歩行時に
脚を前に出して地面をついた状態における負担を、大きく軽減することができる。
【００４５】
　膝の負担軽減に用いられる一般的なサポーターは、全体として伸縮性がない素材で、膝
の上下をきつく固定して膝のずれを防ぐため、サポーターを着用する前に比べて、膝周り
の負担が大きくなる。その結果、着用者は、重くて歩きづらい、膝を曲げ辛い、膝裏に違
和感がある等の問題点を抱え、着用し続けられない問題があった。これに対し本発明の実
施の形態に係るサポーター１は、膝が屈曲したときに伸縮によりパワーを発揮するので、
着用者に軽快感を与える。また下緊締部４が、上緊締部３および内側部５よりも強い緊締
力を発揮することにより、サポーター１は、歩きやすさを実現するとともに、膝周りの安
定性を実現することができる。またサポーター１は、着用者に与える負担が軽減されるの
で、継続して着用することができる結果、膝関節の内反を軽減し、変形性膝関節症の緩和
、さらにはＯ脚の改善が期待できる。
【００４６】
　（第１の変形例）
　図９を参照して、本発明の実施の形態に係る着用物品の第１の変形例に係るスパッツ１
ａおよび１ｂを説明する。
【００４７】
　図９（ａ）に示すスパッツ１ａは、本発明の実施の形態に係るサポーター１の上緊締部
３、下緊締部４、内側部５、背面上緊締部６および背面下緊締部７を、スパッツに適用し
たものである。スパッツ１ａの本体部２ａは、サポーター１の本体部２と同様に、伸縮性
を有する素材で形成される。スパッツ１ａの上緊締部３ａ、下緊締部４ａ、内側部５ａ、
背面上緊締部（図示せず）および背面下緊締部（図示せず）は、サポーター１の上緊締部
３、下緊締部４、内側部５、背面上緊締部６および背面下緊締部７に対応する。
【００４８】
　図９（ｂ）に示すスパッツ１ｂは、図９（ａ）に示すスパッツ１ａと同様に、本発明の
実施の形態に係るサポーター１の上緊締部３、下緊締部４、内側部５、背面上緊締部６お
よび背面下緊締部７を、スパッツに適用して、改良したものである。スパッツ１ｂの本体
部２ｂは、サポーター１の本体部２と同様に、伸縮性を有する素材で形成される。スパッ
ツ１ｂの上緊締部３ｂ、下緊締部４ｂ、内側部５ｂ、背面上緊締部（図示せず）および背
面下緊締部（図示せず）は、サポーター１の上緊締部３、下緊締部４、内側部５、背面上
緊締部６および背面下緊締部７に対応するが、上緊締部３ｂおよび下緊締部４ｂの膝外側
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の連結部分が異なる。図９（ａ）に示す例において、上緊締部３ａおよび下緊締部４ａは
、図５（ａ）に示すように、外側上顆Ｂ３に対応する部分を欠落する凹形状を形成する。
これに対し、図９（ｂ）に示す例において、上緊締部３ａまたは下緊締部４ａは、外側上
顆Ｂ３に対応する部分にも、設けられる。
【００４９】
　スパッツは、腰部から足首の下半身全体に亘ってフィットするので、膝の屈曲伸展運動
に伴う着崩れが少ない。外側上顆Ｂ３に対応する部分に上緊締部３ｂまたは下緊締部４ｂ
が設けられても、上緊締部３ｂおよび下緊締部４ｂがパワーを与える位置がずれず、本発
明の実施の形態に係るサポーター１と同様の効果が得られることが期待できる。
【００５０】
　なお図９に示すスパッツ１ａおよび１ｂは、左右両膝に、本発明の実施の形態に係る上
緊締部３ａおよび３ｂ、下緊締部４ａおよび４ｂ、および内側部５ａおよび５ｂ等を適用
する場合を説明したが、これに限られない。例えば着用者の症状によって、左膝のみに設
けても良いし、右膝のみに設けても良い。
【００５１】
　（第２の変形例）
　図１０を参照して、本発明の実施の形態に係る着用物品の第２の変形例に係るサポータ
ー１ｃ、１ｄおよび１ｅを説明する。第２の変形例に係るサポーター１ｃ、１ｄおよび１
ｅの上緊締部３、下緊締部４、および内側部５は、樹脂プリントで所望の緊締力を発揮す
るように形成される。
【００５２】
　図１０（ａ）に示すサポーター１ｃは、上緊締部３ｃおよび下緊締部４ｃにおいて、ド
ット状の樹脂プリントを施し、内側部５ｃに、略三角形の樹脂プリントを施す。下緊締部
４ｃは、上緊締部３ｃより強い緊締力を発揮するように、樹脂プリントが密に施されてい
る。内側部５ｃは、内側部５ｃ全体の面で、上緊締部３ｃおよび下緊締部４ｃのパワーを
受けるために、複数の略三角形で略矩形を形成するように形成される。
【００５３】
　図１０（ｂ）に示すサポーター１ｄは、変形例にかかる内側部５ｄを示す。図１０（ｂ
）において上緊締部および下緊締部を開示しないが、本発明の実施の形態または変形例に
開示された様に、上緊締部および下緊締部が設けられる。サポーター１ｄは、内側部５ｄ
に、略平行四辺形状の樹脂プリントを施す。内側部５ｄは、内側部５ｄ全体の面で、上緊
締部および下緊締部のパワーを受けるために、複数の略平行四辺形で略矩形を形成するよ
うに形成される。
【００５４】
　図１０（ｃ）に示すサポーター１ｅは、上緊締部３ｅ、下緊締部４ｅおよび内側部５ｅ
において、略矩形の樹脂プリントを施す。下緊締部４ｅは、上緊締部３ｅより強い緊締力
を発揮するように、大きな樹脂プリントが施されている。内側部５ｅは、内側部５ｅの上
端および下端近傍で左右方向に大きく、中程で左右方向に小さく形成される。これにより
内側部５ｅは、内側部５ｅの上端近傍および下端近傍で、上緊締部３ｅおよび下緊締部４
ｅのパワーを受け、上緊締部３ｅおよび下緊締部４ｅの緊締力を低下させない形成される
。
【００５５】
　なお、図１０に示す例において、樹脂プリントの数、密度、量、材質等は、一例であっ
て、所望の緊締力を発揮するために、適宜調整される。また、図１０に示す樹脂プリント
を、第１の変形例で説明したスパッツ１ａおよび１ｂに適用しても良い。
【００５６】
　（その他の実施の形態）
　上記のように、本発明の実施の形態とその変形例によって記載したが、この開示の一部
をなす論述および図面はこの発明を限定するものであると理解すべきではない。この開示
から当業者には様々な代替実施の形態、実施例および運用技術が明らかとなる。
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【００５７】
　本発明はここでは記載していない様々な実施の形態等を含むことは勿論である。従って
、本発明の技術的範囲は上記の説明から妥当な特許請求の範囲に係る発明特定事項によっ
てのみ定められるものである。
【符号の説明】
【００５８】
　１　サポーター
　１ａ、１ｂ　スパッツ
　２　本体部
　３　上緊締部
　４　下緊締部
　５　内側部
　６　背面上緊締部
　７　背面下緊締部
　８　ゴム
　Ｂ１　膝蓋骨
　Ｂ２　脛骨粗面
　Ｂ３　外側上顆

【図１】 【図２】
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